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Ｐ１‥「ディスカバー農山漁村(むら)の宝アワード」募集開始！
Ｐ２‥「食料・農業・農村政策審議会 基本法検証部会地方意見交換会」の開催/令和４年度「食料・農業・農村白書」

「食育白書」「森林・林業白書」及び「水産白書」に関する近畿ブロック説明会の開催
Ｐ３‥現場だより「魅力ある丹後地域産品のマーケティングを図る地域商社としての役割を担う」丹後王国ブルワリー
Ｐ４‥23品目で温室効果ガス削減「見える化」実証を開始します！/農業女子プロジェクト「NEXTラボ」スタート

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝アワード」募集開始

写真:京都市「アジサイ」

https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/
230616.html

近畿農政局農村振興部都市農村交流課 担当者：楠本、小原、奥
代表：075-451-9161（内線2594、2597） ダイヤルイン：075-414-9065

【お問い合せ先】

【ウェブサイトアドレス】

農林水産省では、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、
「ディスカバー農山漁村（むら）の宝アワード」（第10回選定）と称して、地域の活性化
や所得向上に取り組んでいる全国の優良事例を募集します。また、第10回となる今
年は、過去に選定された優良事例の中から、選定後に著しい発展性がみられ、全国
の模範となる取組も募集します。

https://www.discovermuranotakara.com/

【応募期間】

「プレスリリース」農林水産省ウェブサイト

「特設Webサイト」外部リンク

【募集する取組】

令和５年６月16日（金曜日）
～令和５年８月27日（日曜日）まで

ア 美しく伝統ある農山漁村を次世代へ継承する取組
イ 幅広い分野・地域との連携により農林水産業・農山漁村を再生する取組
ウ 国内外の新たな需要に即した農林水産業を実現する取組

地域の活性化や所得向上につながる農山漁村の取組事例を表彰します！

地域において、新たな需要の発掘・創造や潜在している地域資源の活用を行うことにより、
農林水産業・地域の活力創造につながる次のアからウのいずれかに該当する取組とします。

https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/230616.html
https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/230616.html
https://www.discovermuranotakara.com/
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京都市におきまして「食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会地方意見交換
会」を開催し、食料・農業・農村基本法の検証・見直しに関する意見交換を行います。

【お問い合せ先】
近畿農政局 企画調整室 担当者：髙橋、藤野 ダイヤルイン：075-414-9036

令和４年度「食料・農業・農村白書」、「食育白書」、「森林・林業白書」
及び「水産白書」に関する近畿ブロック説明会の開催

【開催日時・開催方法】

【開催内容】

【参加申し込み】

開催日時：令和５年７月28日（金曜日）13時00分～16時40分
開催方法：オンライン開催（Ｗebex使用）

1.「食料・農業・農村白書」について
2.「食育白書」について
3.「森林・林業白書」について
4.「水産白書」について

「食料・農業・農村白書」、「食育白書」、「森林・林業白書」及び「水産白書」は、農
業、林業、水産業等を取り巻く最近の動向、主要施策の取組状況、食育の推進等
について、広く国民の理解が深まることを期待して作成されております。このたび、
令和４年度白書がとりまとめられましたので、４白書の説明会を開催します。

どなたでも参加できます。参加を希望される方は、以下のウェブサイトを参照願
います。参加費無料 締切：令和５年７月20日（木曜日）17時

【ウェブサイトアドレス】

【お問い合せ先】
近畿農政局 企画調整室 担当者：舘野
ダイヤルイン：075-414-9036

https://www.maff.go.jp/kinki/press/kikaku/230620.html
「プレスリリース」近畿農政局ウェブサイト

「食料・農業・農村政策審議会 基本法検証部会地方意見交換会」
の開催及び一般傍聴について（近畿ブロック）

【開催日時・場所】

【議 事】

【傍聴の申し込み】

日時：令和５年８月７日（月曜日）13時30分～15時30分
場所：近畿農政局１階第１会議室（京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町）

(1)食料・農業・農村基本法の検証・見直しに関する中間取りまとめについて
(2)地域の関係者による意見陳述
(3)意見交換

意見交換会の傍聴を希望される方は、以下のウェブサイトアドレスを参照願います。
締切：令和５年８月２日（水曜日）12時まで

白 書 公 表

【ウェブサイトアドレス】
「プレスリリース」近畿農政局ウェブサイト
https://www.maff.go.jp/kinki/press/kikaku/230622.html
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京丹後市において、地域産品のマーケティング、事業インフラの拡充を目指す地

域商社の株式会社丹後王国ブルワリーを訪問し、営業本部長代理兼外販事業部長の

上田祐貴さんにお話を伺いました。（取材：令和５年５月）

株式会社丹後王国ブルワリーは、前身の株式会社

丹後王国から2018年に業務承継して設立し、地域

の産物や自社製品を地域外へ拡販する販路と流通の

開拓、商材のマーケティングなど広く地域商社とし

ての役割を担っています。

自社トラックによる物流

契約農家から仕入れた丹後の農産物を百貨

店、スーパー、小売店に販売しており、京都府

下への販売先の配送は、運送業の許可を取得し

て、週４回の配送を実施しています。

魅力ある地域産品の販路拡大に向けて

近年では、有機JAS農産物(小松菜・水菜)の

ハウス栽培、きくらげのコンテナ栽培を始め、

これまでのクラフトビールやソーセージ製造に

加えて、加工センターにおいて、果物の規格外

品を使った炭酸水やレトルトパック・缶詰等の

加工品の製造も開始しています。

生産者としての側面も

丹後王国ブルワリー 上田祐貴さん

「丹後王国」がデザインされたトラック

きくらげのコンテナ栽培

みどりの食料システム戦略農林水産省

株式会社丹後王国ブルワリー

https://tango-kingdom.com/

魅力ある丹後地域産品のマーケティングを図る地域商社とし

ての役割を担う 株式会社丹後王国ブルワリー（京丹後市）
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お問い合せ先：近畿農政局京都府拠点
〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町

TEL：075-414-9015 FAX：075-414-9057
ホームページ：https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/index.html

農業女子プロジェクト（事務局：農林水産省）は、女性農業者の学びと交流の場として新
たに「NEXTラボ」を創設し、本年６月から活動を開始します。「NEXTラボ」は、農業女子プロ
ジェクト参画企業等から、テーマごとに農業に関する実践的な知識や技術等を学べる場と
して設置します。詳細は以下のウェブサイトアドレスを参照願います。

農林水産省 経営局就農・女性課女性活躍推進室 担当者：浦野・船水・濱野
代表：03-3502-8111（内線5194） ダイヤルイン：03-3502-6600

農業女子プロジェクト「NEXTラボ」をスタートします！
～農業女子プロジェクト発足10年を機に、学びと交流の場を新たに創設します～

（1）実施期間：令和５年６月から令和６年３月まで（以降、年度ごとに実施予定）
（2）参加対象：農業女子プロジェクトメンバー（新規加入者含む）
（3）実施方法：オンライン(参加費無料）
※現在、農業女子プロジェクトのメンバーではない方でも、女性農業者で
あれば参加可能です。

https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kourei/230614.html
「プレスリリース」農林水産省ウェブサイト

農林水産省は、「みどりの食料システム戦略」に基づき、環境にやさしい持続的な消費
の拡大を目指しています。温室効果ガスを削減して生産された農産物について、今年度
はコメ、野菜類、果樹類等の23品目に対象を拡大し、削減率を星の数で表示（見える化）
し、販売実証を行います。

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/230613.html

【ウェブサイトアドレス】

【お問い合せ先】
農林水産省 大臣官房みどりの食料システム戦略グループ地球環環境対策室
担当者：担当者：岩瀬、笠原、須沼、中山
代表：03-3502-8111（内線3296） ダイヤルイン：03-6744-2016

【「見える化」に関心のある方】

「プレスリリース」農林水産省ウェブサイト

（2）小売事業者等の皆様へ

（1）生産者の皆様へ

～環境に配慮した農産物を扱う生産者、小売事業者等を募集～

栽培データがあれば実証に参加いただけます。農産物の温室効
果ガス削減率を「見える化」してみたいという生産者の方は、以下の
農林水産省ウェブサイトをご覧ください。

小売店舗での販売や外食、加工品としてのお取り扱いなど、「見える
化」農産物の販売実証に参加いただける方を募集しています。ご関心
のある方は、以下の農林水産省ウェブサイトをご覧ください。

23品目で温室効果ガス削減「見える化」実証を開始します！

https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kourei/230614.html
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/230613.html

